
令和７年８月１８日
検討会事務局（高知県南海トラフ地震対策課）

高知県のこれまでの取組

第１回 高知県中山間地域
事前復興まちづくり計画策定指針検討会

参考資料２



５ 対象地域

地域振興５法（※）の対象地域、全34市町村が該当
（27市町村（全域）、7市町村（一部））

：中山間地域人 口（人）面 積（k㎡）

割 合中山間地域県全体割 合中山間地域県全体

38.0%264,046691,52793.3%6,6277,104

＊令和３年度高知県集落調査より作成

※ ① 過疎地域持続的発展支援特別措置法 ② 特定農山村法
③ 山村振興法 ④ 半島振興法 ⑤ 離島振興法

高知県の中山間地域

○ 高知県は県土の約９割を中山間地域が占め、そこに県民の約４割が暮らしている。

○ 本県の基幹産業である農林水産業などの多くは中山間地域で営まれ、山、川などの「豊かな自然」や「文化」の多くも中山間地域に

存在している。加えて、水源かん養や防災など国土保全の面でも、また、憩いや癒やしの場としても重要な役割を果たしており、中山

間地域は本県の強みの源泉である。

○ そのため、県では、平成24年度から中山間対策を抜本強化し、「中山間地域の振興なくして県勢浮揚なし」との考えの下、集落の維

持再生や生活用水の確保、鳥獣被害対策のほか、産業・医療・福祉などの幅広い分野で、様々な施策を推進してきた。

○ こうした取り組みの結果、住民主体の日々の助け合いや地域資源を活用した経済活動などを行う集落活動センターが県内70カ所に整

備されたほか、鳥獣被害額の減少や、産業振興計画の地域アクションプランの取り組みにより1,971人（平成21～令和4年度の累計）の

雇用を創出するなど、一定の成果が現れている。

○ しかしながら、依然として人口減少や少子高齢化には歯止めがかからず、中山間地域を取り巻く環境は年々厳しさを増している。
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高知県の中山間地域を取り巻く環境
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 これまでの対策により多くの成果が得られた一方で、人口減少や少
子高齢化には歯止めがかかっていない。

 また、将来生まれてくる子どもの親となる若者世代（特に女性）の
流出が顕著。

 若者の流出に伴い婚姻件数は減少。少子化がより進行し、人口はさ
らに減少。人口減少が、中山間地域の集落の活力低下や産業の衰退、
暮らしの不便を招き、さらなる若者の流出や人口減少につながって
いくという負の連鎖が加速しつつある。

２ くらし

 中山間地域における買い物環境や移動手段の確保については、高齢
化の進展によりそのニーズが高まる一方で、人口減少の進展に伴っ
てサービスの維持確保が困難になっていくことが懸念される。

 鳥獣被害対策については、被害額は年々減少しているものの、依然
として１億円を超える被害が発生。また、高齢化の進展等により、
捕獲を行う狩猟者が年々減少。

 医療、福祉分野においては、高知版地域包括ケアシステムの推進に
より、在宅での暮らしを希望する方が住み慣れた地域で暮らし続け
るようにするための介護予防、在宅療養、認知症のそれぞれの取り
組みが県内各地で実施されつつある。

 一方で、訪問診療・看護・介護のサービス量には地域偏在があり、
施策間の連携が不十分な面も認められる。

 集落活動センターが県内70カ所（R7.7月時点）に広がり、住
民主体で地域の課題解決に取り組む仕組みづくりが進んだ一
方、コロナ禍における地域活動の停滞等により、近年は新た
な集落活動センターの立ち上げが頭打ち。

 人口減少や少子高齢化の進展により、産業や地域の担い手不
足は一層深刻化。

 リーダーや後継者の不在により、集落活動の維持や、地域の
伝統的な祭りや民俗芸能の継承が困難となる集落も現れる。

 産業振興計画の取り組みを通じて、各産業分野における高付
加価値化や省力化・効率化を推進し、就業者一人あたりの産
出額等が増加。

 一方で、地域アクションプランの取組や各産業分野の担い手
確保対策により、雇用創出を図っているが、中山間地域には
若者や女性が魅力を感じる仕事が少なく、若者流出の一因に
なっている。

 山間部や離島などの条件不利地域においては、採算性や立
地条件の制約などから、光ファイバなどのブロードバンド
が整備されていない地域が存在。

 デジタル技術を活用した飲料水や生活用品、移動手段の効
率的な確保のための仕組みづくり、オンライン診療などの
先行的な取り組みは、一部地域での実施にとどまっている。

中山間地域の現状
１ 人口減少 ３ 地域の活力

５ デジタル技術の活用

４ しごと
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10年後のイメージ

10年後の将来ビジョン
地域に若者が増えた持続可能な人口構造のもと、デジタル技術の活用などにより、地域で安心して生活ができる環境
が維持され、地域に多様な仕事があり、誰もが将来に希望を持って暮らし続けることができる、活力ある中山間地域
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 「中山間地域再興ビジョン」において、中山間地域を再興し、人口を 維持、早期反転、安定化させることで、県全体
の人口構造を下支えし、もって県土の持続的な発展を目指す。

 県と市町村が連携し、中山間地域の若者と子どもの人口のこれ以上の減少を食い止め、増加に転じさせることで、人
口の若返りを図り、持続可能な人口構造へと転換することが何よりも重要であることから、ビジョンの目指す姿の中
心に「若者の人口増加」を掲げ、少子化対策と一体となった新たな中山間対策を推進する。

中山間地域再興ビジョン
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中山間地域再興ビジョン
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被災前 被災後

地域の基盤産業である漁業や農業を守りながら、行政、医療、福祉施設を集約し、災害に強い将来にわたって安全な
地域づくりを目指します。
魅力的な海の景観を活かした観光業に力を入れ、明るく、賑わいのある地域を目指します。

整備に要する期間は五年間です。それまでの間は、仮設住宅を建設して住環境を整えます。
避難生活での困りごとは、行政が解決します。安心して相談してください。

災害に強い地域づくりを進めるため従来
の土地利用を見直す必要性

生活、産業・経済、都市基盤の再建の
方向性を示す必要性

行政の対応

住み慣れた土地で、希望をもって安心して暮らし続けることができるね！
住民の反応

土地の状況が
大きく変化

津波による沿岸部の被害

被災からの復興は、新たな地域づくりへの「再出発」！
安心して暮らし続けるために、早期に将来のビジョンを提示！

津波被害からの復興に向けて行政が求められる対応
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沿岸指針



第１回検討会：令和３年２月20日
第２回検討会：令和３年11月９日
第３回検討会：令和４年３月22日

 東日本大震災の教訓を踏まえ、南海トラフ地震による被災
後であっても、住民が早期に生活を再建し希望を持って地
域に住み続けることができるよう、市町村が事前に復興まち
づくり計画を策定するに当たっての指針を策定。

 有識者や行政関係者らの委員による３回の検討会での議
論を経て策定。

第１回検討会の様子

 発災後の膨大な業務に追われながらも、速やかに復興計
画の策定に取りかかることができる。
 事前の計画策定により、被災後のまちの機能回復に要する
時間が短縮される。
 事前の計画策定は、発災後と比較すると、時間的にも精神
的にも余裕がある。
 地域の意向をしっかりとくみ取る十分な時間がある。

復興計画を事前に作成するメリット検討会の概要

高知県事前復興まちづくり計画策定指針 検討会
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沿岸指針
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なりわいを
再生する

歴史･文化を
継承する

地域の課題等の
解決につなげる

生活を
再建する

命を守る
◇なんとしても人命を守る安全で安心な地域づくり
◇再び被災したとしても人命が失われないことを最重視し、ハード・ソフトの施策を組み合わせたまち
づくり

◇地域の主体的な考え方により暮らしとコミュニティを再建する
◇誰もが再び日々の生活を取り戻すことができる被災者一人ひとりに寄り添う復興を目指す

◇地形や気候を活かしたなりわいを早急に再生し、地域に住み続ける基盤を築く
◇多様な資源や潜在的な可能性など地域の特性を生かした復興の実現

◇脈々と地域に根ざした歴史や文化など地域の資源を次世代に継承する
◇「ふるさと」に愛着を持ち、暮らし続けていくうえで、心の支えとなる歴史・文化を大切にする地域
づくり

◇地域の課題やグローバルな課題等を解決する先進的なまちづくり
◇人口減少、少子高齢化、担い手不足などの諸課題を解決する先進的なまちづくり

高知県における事前復興まちづくり計画策定の基本理念
沿岸指針
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勉強会の様子

沿岸市町村との勉強会

○堤防が「破壊する」ことを前提とした既存の津波浸水想定だけでは浸水区域
が広大で土地利用の検討のための材料が不足している

○堤防などの効果も踏まえた津波シミュレーションを実施し、被害リスクに応じた
土地利用を検討する必要がある

事前復興まちづくり計画策定のための津波シミュレーション事前復興まちづくり計画策定事業費補助金
○計画策定のノウハウや先行事例が少なく、人員も不足していることから
専門的な技術力を要する事業者に業務委託して実施する必要がある

○市町村は様々な防災対策を進めており、限られた財源の中で新たな
取り組みを進めるためには、財政的な支援は必須

新たな
支援制度

国の補助制度
R4年度から「都市防災総合
推進事業」メニューに事前復
興まちづくり計画策定が追加
（国費1/3）

※計画策定のほか、復興体
制、復興手順の検討などが
補助対象

都市防災総合推進事業に
県費で補助を継ぎ足すこと
で市町村負担を軽減

市町村ニーズ
国補助はあるが、2/3の
負担は重く、さらなる支
援が必要。

支援スキーム

県補助
１/３

市町村
１/３

国補助
１/３

市町村
２/３

国補助
１/３

都市防災
総合推進事業
（国交省）

 計画を作る難しさとして、事前には被災状況を正確には予測することはで
きないことや、被災後の住民の意向に計画が左右されるといったことがある。

 計画の必要性は十分理解できるが、計画策定に係る財政的・人員的な
負担は大きくなる。

 最大クラス（L2）の津波浸水想定範囲が広大なため、既存堤防等の整
備効果を反映した浸水想定が必要である。

堤防が「破壊しない」
場合でも浸水する範囲

堤防が「破壊しない」
場合に浸水しない範囲

堤防が「破壊する」
場合でも浸水しない範囲

津波に対するリスクに応じた合理的な土地利用を検討

公園用地 居住地 災害拠点産業用地 商業用地

堤防が「破壊する」場合の浸水範囲
堤防が「破壊しない」と仮定した場合の浸水範囲

沿岸市町村におけるこれまでの取組
沿岸指針
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令和５年度令和４年度まで
○高知県事前復興まちづくり計画策定指針
策定（R4.3月）

○沿岸19市町村勉強会（R4.7月～8月）
○２市町が計画策定に着手

令和９年度まで

令和６年度
○事前復興まちづくり計画策定事業費補助金
による財政的支援

○７市町が計画策定に着手

沿岸19市町村で
計画策定が完了

目標

○事前復興まちづくり計画検討のための津波
シミュレーション結果の公表

○14市町村が計画策定に着手
○2市町が計画完了

県の取組と沿岸市町村の着手状況

 被災後の人口の社会減を防ぎ、地域の活力をまもるためには、早期の復旧・復興が必要不可欠である。
 被災後の復興期間を短縮し、住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられるよう、今後も事前復興まちづくり計
画の策定を推進していく。

沿岸市町村におけるこれまでの取組

令和７年度
○3町村で計画策定に着手

沿岸指針


